
備 考

2

2

実践女子大学

令和6年4月名称変更

人間社会学部

現代社会学科→ビジネス社会学科

人間社会学部

ビジネス社会学科〔定員減〕　　（△ 20）（令和6年4月）

社会デザイン学科 （　 80）（令和5年4月）

国際学部国際学科 （　120）（令和5年4月）

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 －

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 －

同 一 設 置 者 内 に お け る
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

教

員

組

織

の

概

要

兼 任
教 員 等

人

図書館学課程

(0) (22)

令和6年度学生募集
停止

令和6年度学生募集
停止

大 学 本 部 の 位 置 東京都渋谷区東１丁目１番４９番地

計 画 の 区 分 短期大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｼﾞｯｾﾝｼﾞｮｼｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　実践女子学園

大 学 の 目 的

本学は、教育基本法、学校教育法及び実践女子学園の建学精神に則り、専門の学芸を教授
し、職業又は実際生活に必要な能力を養うとともに、人格の完成を目標として幅広く深い教
養を培い、国際的視野に立つ社会人として自己の信ずるところを実践し、もって文化の創造
と人類の福祉とに寄与する人材を育成することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的

短期大学部は、18才人口の減少に加え、短期大学に対する社会的ニーズの減少（入口：受験
生・保護者のニーズの減少及び出口：企業の一般職・事務職求人の減少等）により、近年、
短期大学のマーケットは大きく縮小し続けおり、自力で対応策を実施しても現状の定員を確
保し続けることは難しい状況にあり、今般の状況を覆すことは難しいと判断し、2024年度以
降の学生募集を停止することとした。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

年

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ｼﾞｯｾﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞ

大 学 の 名 称 実践女子大学短期大学部

日本語コミュニケーショ
ン学科

英語コミュニケーション
学科

学　部　等　の　名　称

日本語コミュニケーション学科

英語コミュニケーション学科

計

人 人 人

令和6年4月
第1年次

教授 准教授 講師 助教 計

(2)

(2) (2) (0)

(1)

0
(80)

－ 　短期大学士
（日本語コ
ミュニケー
ション学）

令和6年4月
第1年次

東京都渋谷区東１丁目
１番４９号

同　　上

専任教員等

0
(100)

0
(200)

0
(160)

人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

－ 　短期大学士
（英語コミュ
ニケーション
学）

計

既
設
分

(1) (0) (0) (2)

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習 実験・実習 計

－ 科目 科目 科目 科目 単位

(5)

助手

人
新

設

分

人 人

(1) (1) (0) (0)

(0) (4) (0) (－)

(0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (－)

(0)

(0) (25)

計 － － －

－基本計画書－1－



0 0 0 0 0 0 －

　　種

　　分

 実践女子大学短期大学部

東京都渋谷区東 ※令和6年4月より

１丁目１番４９号 　　学生募集停止

東京都渋谷区東 ※令和6年4月より

　　学生募集停止

在学生がいなくなり
次第、短期大学部の
廃止認可申請予定

小 計

そ の 他

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

要

面積

㎡

面積

㎡

図書

〔    〕 

（      〔     〕）

〔    〕 

（      〔     〕）

専　　任

0

校
　
　
地
　
　
等

22,659　㎡ 4,707　㎡

専　　用

事 務 職 員

技 術 職 員

図 書 館 専 門 職 員

そ の 他 の 職 員

計

校 舎 敷 地

教室等

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

計

図書館
閲覧座席数

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

経費
の見
積り

開設前年度

合 計

校　　　舎

講義室

　室

専 任 教 員 研 究 室

1,280千円

学生納付金以外の維持方法の概要

学生
１人
当り
納付
金

第１年次

区　分

学科

教員１人当り研究費等

共 同 研 究 費 等

合　　　　計

共　　用

(0) (－)(0) (0) (0) (0) (0)

兼　　任 計

0 　　　人 0 　　　人 0 　　　人

0 0 0

(1) （0） （1）

(1) （1） （2）

0 0 0

(0) （0） （0）

0 0

(2) （1） （3）

0 0 0

(0) （0） （0）

0　㎡ 5,390　㎡

21,976　㎡ 0　㎡ 0　㎡

実践女子大学（必要
面積12,725㎡）と共
用

0　㎡ 0　㎡ 0　㎡ 0　㎡

(165　㎡) (24,527　㎡) (0　㎡) (24,692　㎡)

共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

実践女子大学（必要
面積22,600㎡）と共
用

683　㎡

0　㎡ 27,366　㎡

専　　用

共用する他の
学校等の専用

計

運 動 場 用 地

22,659　㎡ 4,707　㎡

〔    〕 〔    〕 

標本
〔うち外国書〕 電子ジャーナル

種 〔うち外国書〕 点 点 点

学術雑誌
視聴覚資料 機械・器具

0　㎡ 27,366　㎡

0　㎡ 0　㎡ 0　㎡ 0　㎡

　室

（補助職員　　人） （補助職員　　人）

新設学部等の名称 室　　　数

室

演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

　室 　室
　室

21,976　㎡

4,707　㎡

収 納 可 能 冊 数

体育館
体育館以外のスポーツ施設の概要

（      〔     〕） （      〔     〕） （      ） （      ） （      ）

（      〔     〕） （      〔     〕） （      ） （      ） （      ）

〔    〕 〔    〕 

第３年次 第４年次 第５年次

　－千円

日本語コミュニケー
ション学科
英語コミュニケー
ション学科

1,040千円 　－千円 　－千円 　－千円 　－千円

第６年次

　－千円

第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

1,000千円 1,000千円 　－千円 　－千円 　－千円

図 書 購 入 費

設 備 購 入 費

図書費には電子
ジャーナル、データ
ベース、その他の経
費（運用コスト）を
含む。

400千円 　－千円 　－千円 　－千円 　－千円 　－千円

1,000千円 　－千円 　－千円 　－千円 　－千円 　－千円

5,046千円 1,551千円 　－千円 　－千円 　－千円

第１年次 第２年次

　－千円 　－千円

１丁目１番４９号

平成12年度

（日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学）

私立大学等経常経費補助金、雑収入　等

開設
年度

所　在　地

大 学 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

年 人 年次
人

人 倍

80 － 160 短期大学士 0.93

英語コミュニケーション学科 2 100 － 200 短期大学士 0.69 平成12年度

（英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学）

日本語コミュニケーション学科 2

－基本計画書－2－



 実践女子大学

文学部 東京都渋谷区東

国文学科 学士（文学） １丁目１番４９号

英文学科 学士（文学） 同　上

美学美術史学科 学士（文学） 同　上

生活科学部 東京都日野市大坂上

食生活科学科 ４丁目１番地の１

管理栄養士専攻 同　上

食物科学専攻 同　上

　 健康栄養専攻 同　上

生活環境学科 同　上

生活文化学科

　 生活心理専攻 同　上

幼児保育専攻 同　上

現代生活学科 同　上

人間社会学部 東京都渋谷区東

人間社会学科 １丁目１番４９号

現代社会学科 同　上

文学研究科 東京都渋谷区東

博士後期課程

国文学専攻 同　上

美術史学専攻 同　上

博士前期課程

国文学専攻 同　上

美術史学専攻 同　上

修士課程

英文学専攻 修士（文学） 同　上

生活科学研究科 東京都日野市大坂上

博士後期課程 ４丁目１番地の１

食物栄養学専攻 同　上

博士前期課程

食物栄養学専攻 同　上

修士課程

生活環境学専攻 同　上

人間社会研究科 東京都渋谷区東

修士課程 １丁目１番４９号

人間社会専攻 同　上

附属施設の概要

該当なし

310 1280 1.12

4 110 3年次 458 1.12 昭和40年度

所　在　地
学位又
は称号

既
設
大
学
等
の
状
況

410 1648 1.11

4

4 3年次 364 1.13

4

昭和41年度

9

昭和60年度

昭和40年度

9

2

110 3年次 458 1.11

90

185 740 1.05

平成25年度

4 80 3年次 324 学士（生活科学） 1.19 昭和40年度

4 40 － 160 学士（生活科学） 1.02

2

2

3年次 164 学士（生活科学） 1.17 平成26年度

4 70 － 280 学士（生活科学） 1.08

75 － 300 学士（生活科学） 1.05 昭和41年度

85 344 1.13

平成19年度

4 60 － 240 学士（生活科学） 1.11 平成26年度

4 45 － 180 学士（生活科学） 1.10

4 40

200 800 1.13

3 2 － 6 博士（文学） 0.33

平成16年度

4 100 － 400 学士（人間社会学） 平成23年度

4 100 － 400 学士（人間社会学） 1.17

1.08

１丁目１番４９号

3 3 － 9 博士（文学） 0.11 昭和44年度

平成4年度

2 10 － 20 修士（文学） 0.15 昭和41年度

平成23年度

2 6 － 12 0.00 昭和41年度

2 6 － 12 修士（文学） 1.66

平成17年度

2 6 － 12 修士（食物栄養学） 0.16 昭和41年度

3 2 － 6 博士（食物栄養学） 0.16

2 6 － 12 修士（生活科学） 0.25 平成元年度

大 学 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

定　員
超過率

開設
年度

年 人 年次
人

人 倍

平成22年度2 7 － 14 修士（人間社会） 0.00

－基本計画書－3－



令和５年度
⼊学
定員

収容
定員

令和６年度
⼊学
定員

収容
定員

変更の事由

実践⼥⼦⼤学短期⼤学部 実践⼥⼦⼤学短期⼤学部
80 − 160 0 − 0 令和6年4⽉学⽣募集停⽌
100 − 200 0 − 0 令和6年4⽉学⽣募集停⽌

計 180 − 360 計 0 − 0

実践⼥⼦⼤学 実践⼥⼦⼤学

⽂学部 ⽂学部
国⽂学科 110 3年次 9 458 国⽂学科 110 3年次 9 458
英⽂学科 110 3年次 9 458 英⽂学科 110 3年次 9 458
美学美術史学科 90 3年次 2 364 美学美術史学科 90 3年次 2 364

⽣活科学部 ⽣活科学部
⾷⽣活科学科 ⾷⽣活科学科
管理栄養⼠専攻 70 − 280 管理栄養⼠専攻 70 − 280
⾷物科学専攻 75 − 300 ⾷物科学専攻 75 − 300
健康栄養専攻 40 − 160 健康栄養専攻 40 − 160

⽣活環境学科 80 3年次 2 324 ⽣活環境学科 80 3年次 2 324
⽣活⽂化学科 ⽣活⽂化学科
⽣活⼼理専攻 40 3年次 2 164 ⽣活⼼理専攻 40 3年次 2 164
幼児保育専攻 45 − 180 幼児保育専攻 45 − 180

現代⽣活学科 60 − 240 現代⽣活学科 60 − 240

⼈間社会学部 ⼈間社会学部
⼈間社会学科 100 − 400 ⼈間社会学科 100 − 400
現代社会学科 100 − 400 ビジネス社会学科 80 − 320 名称変更、定員変更（△20）

社会デザイン学科 80 − 320 学科の設置（届出）

国際学部 学部の設置（届出）
国際学科 120 − 480

計 920 3年次 24 3,728 計 1,100 3年次 24 4,448

実践⼥⼦⼤学⼤学院 実践⼥⼦⼤学⼤学院
⽂学研究科 ⽂学研究科
国⽂学専攻（M） 10 − 20 国⽂学専攻（M） 10 − 20
国⽂学専攻（D) 3 − 9 国⽂学専攻（D) 3 − 9
英⽂学専攻（M) 6 − 12 英⽂学専攻（M) 6 − 12
美術史学専攻（M） 6 − 12 美術史学専攻（M） 6 − 12
美術史学専攻（D) 2 − 6 美術史学専攻（D) 2 − 6

⽣活科学研究科 ⽣活科学研究科
⾷物栄養学専攻（M） 6 − 12 ⾷物栄養学専攻（M） 6 − 12

⾷物栄養学専攻（D) 2 − 6 ⾷物栄養学専攻（D) 2 − 6
⽣活環境学専攻（M） 6 − 12 ⽣活環境学専攻（M） 6 − 12

⼈間社会研究科 ⼈間社会研究科
⼈間社会専攻（M） 7 − 14 ⼈間社会専攻（M） 7 − 14

計 48 − 103 計 48 − 103

英語コミュニケーション学科

学校法⼈実践⼥⼦学園 設置認可等に関わる組織の移⾏表

編⼊学
定員

編⼊学
定員

⽇本語コミュニケーション学科

－基本計画書－4－



都道府県内における位置関係の図面

実践⼥⼦⼤学、実践⼥⼦⼤学短期⼤学部
神明グラウンド
東京都⽇野市神明１−１３−１

実践⼥⼦⼤学
⽇野キャンパス
東京都⽇野市⼤坂上４−１−１

実践⼥⼦⼤学、実践⼥⼦⼤学短期⼤学部
渋⾕キャンパス
東京都渋⾕区東１−１−４９

－校地校舎等の図面－1－



最寄り駅からの距離，交通機関及び所要時間がわかる図面（渋谷キャンパス）

－校地校舎等の図面－2－



最寄り駅からの距離，交通機関及び所要時間がわかる図面（神明グラウンド、日野キャンパス）

－校地校舎等の図面－3－



校舎，運動場等の配置図（渋谷キャンパス）

実践女子学園中学校
実践女子学園高等学校

実践女子大学短期大学部
日本語コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

実践女子大学
文学部、人間社会学部、国際学部

校地面積 4,707㎡（青枠内）
校舎面積 24,527.28㎡

創立120周年記念館

－校地校舎等の図面－4－



校舎，運動場等の配置図（神明グラウンド）

校地面積 22,659.0㎡（赤枠内）
校舎敷地 683,0㎡
運動場敷地 21,976.0㎡

校舎面積 164.63㎡

実践女子大学、実践女子大学短期大学部共用

真北

－校地校舎等の図面－5－



（1）学則案の全⽂ 

実践女子大学短期大学部学則(案) 

２０２４（令和６）年４月 

実 践 女 子 大 学 短 期 大 学 部 

－学則－1－



○実践女子大学短期大学部学則 

(昭和25年4月1日制定) 

改正 昭和61年4月1日 昭和62年4月1日 昭和63年4月1日 

平成元年4月1日 平成2年4月1日 平成3年4月1日 

平成4年4月1日 平成8年4月1日 平成9年4月1日 

平成10年4月1日 平成11年4月1日 平成12年4月1日 

平成14年4月1日 平成15年4月1日 平成16年4月1日 

平成17年4月1日 平成17年12月1日 平成18年4月1日 

平成18年12月15日 平成19年3月23日 平成19年4月11日 

平成20年2月22日 平成21年2月20日 平成22年3月26日 

平成22年6月23日 平成24年3月23日 平成24年5月25日 

平成25年3月22日改正 平成26年3月22日改正 平成27年3月28日改正 

平成28年3月26日改正 平成29年3月25日改正 平成30年3月24日改正 

2019年3月23日改正 2020年3月21日改正 2021年3月27日改正 
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※昭和25年4月1日から昭和61年4月1日の間の沿革は省略 

第1章 総則 

第1条 実践女子大学短期大学部（以下「本学」という。）は、教育基本法、学校教育法

及び実践女子学園の建学精神に則り、専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要

な能力を養うとともに、人格の完成を目標として幅広く深い教養を培い、国際的視野

に立つ社会人として自己の信ずるところを実践し、もって文化の創造と人類の福祉と

に寄与する人材を育成することを目的とする。 

第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成する

ため、入学者受け入れの方針、教育課程編成・実施の方針、学位授与の方針を定め、

教育研究活動等の状況について自ら点検、評価を行うこととする。 

2 前項の点検、評価の方法等については、別に定める。 

第2章 学科等の組織、目的及び修業年限 

第3条 本学の学科及び学生定員は、次のとおりとする。 

学科 入学定員 収容定員 

日本語コミュニケーション学科 80名 160名 

英語コミュニケーション学科 100名 200名 

第4条 日本語コミュニケーション学科では、日本語・日本文学・日本文化に関する専門

教育やビジネススキル教育を共通基盤として、コミュニケーションスキルコース及び

情報コミュニケーションコースにおいて専門性の高い実学教育を行い、教養と実務能

力を兼ね備えた人材を育成することを目的とする。 
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2 英語コミュニケーション学科では、観光ビジネスコース及び国際コミュニケーション

コースにおいて、英語の運用能力の向上を図るとともに、英米の言語・文学・社会・

文化に関する知識や国際社会の諸問題への認識を深めさせることを目的とする。 

第5条 修業年限は、各学科とも2年とする。 

2 学生は、4年を越えて在学することはできない。 

第6条 本学に実践女子大学短期大学部教育研究センター、実践女子大学短期大学部言語

文化教育研究センターを置く。 

2 実践女子大学短期大学部教育研究センターに関する規程は、別に定める。 

3 実践女子大学短期大学部言語文化教育研究センターに関する規程は、別に定める。 

第3章 授業科目 

第7条 本学において開設する授業科目は、別表第1から別表第3までのとおりとする。 

第8条 授業科目は、各学科ともこれを必修科目と選択科目とに分け、毎学年の初めに定

める。 

第4章 履修方法、単位算定 

第9条 学生は、履修しようとする授業科目を、必修、選択ともに毎学年の初めに登録し

なければならない。 

第10条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただ

し、教育上特別の必要があると認められる場合はこの限りではない。 

第11条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

2 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構

成することを標準とし、授業の方法に応じ、授業による教育効果、授業時間外に必要

な学修を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

(1) 講義については、15時間をもって1単位とする。 

ただし、授業科目の内容により、教育効果を考慮して必要があるときは、別に定

めるものについては、30時間を持って1単位とする。 

(2) 演習については、30時間をもって1単位とする。 

ただし、授業科目の内容により、教育効果を考慮して必要があるときは、別に定

めるものについては、15時間を持って1単位とする。 

(3) 実験・実習及び実技については、45時間をもって1単位とする。 

ただし、授業科目の内容により、教育効果を考慮して必要があるときは、別に定

めるものについては、30時間を持って1単位とする。 

3 本学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第2項に規定する講義、演習、実

験・実習及び実技による授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う

教室等以外の場所で履修させることができる。 

第12条 本学が教育上有益と認めるときは、あらかじめ他の短期大学又は大学(以下「他

短期大学等」という。)と協議したところにより、学生が当該の他短期大学等において
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履修した授業科目について修得した単位を本学において修得したものとして認めるこ

とができる。 

2 他短期大学等における履修に関する規程は、別に定める。 

3 本学が教育上有益と認めるときは、本学が留学先として認めた外国の短期大学又は大

学あるいはこれに相当する高等教育機関において履修した授業科目を、本学において

修得したものとして認めることができる。 

4 留学に関する規程は、別に定める。 

5 第1項及び第3項において認めることのできる単位数の合計は30単位を超えない範囲

で行う。 

6 単位の取扱いに関する規程は、別に定める。 

第13条 本学が教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科におけ

る学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみな

し、本学の定めるところにより単位を認めることができる。 

2 前項により認めることができる単位数は、前条第1項及び第3項により本学において

修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で行う。 

3 単位の取扱いに関する規程は、別に定める。 

第14条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する以前に大学又は短期

大学において修得した単位(第51条に規定する科目等履修生として修得した単位を含

む。)を本学において修得した単位として認めることができる。 

2 前項により認めることができる単位数は、第12条第1項及び前条第1項により本学に

おいて修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で行う。この場

合において、第12条第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせ

るときは、45単位を超えない範囲で行う。なお、単位認定と関連して修業年限の短縮

は行わない。 

3 単位の取扱いに関する規程は、別に定める。 

第15条 削 除 

第16条 図書館司書資格取得希望者は、学科で定めた授業科目以外に別表第3の単位を

修得しなければならない。 

第5章 学習評価、卒業の認定 

第17条 定期試験は、毎年2回各学期の終わりに行う。ただし、休学中の者は、試験を

受けることはできない。 

第18条 病気又は事故により試験当日欠席したときは、願い出により追試験を許可する

ことがある。 

2 追試験に関する規程は別に定める。 

第19条 試験等の評価は、＋A・A・B・C・Dの5段階とし、C以上を合格とする。 
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第20条 本学を卒業するためには、2年以上在学し、別表第1、別表第2に定めるところ

により、次表に定める単位を修得しなければならない。 

＼科目 
共通教育科目 専門教育科目 合計 

学科 

日本語コミュニケーション学科 18 46 64以上 

英語コミュニケーション学科 18 44 62以上 

第21条 本学に2年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位を修得した者につい

ては、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

2 学長は、卒業を認定した者に、本学学位規程の定めるところにより次の学位を授与す

る。 

日本語コミュニケーション学科卒業者 短期大学士(日本語コミュニケーション学) 

英語コミュニケーション学科卒業者 短期大学士(英語コミュニケーション学) 

第22条 在学4年(休学期間は除く。)を超えてなお所定の単位を修得できない者は、こ

れを除籍する。 

第6章 入学・退学・休学・転学 

第23条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、欠員のある場合には、臨時に転入

学を許可することがある。 

第24条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

(3) 通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者 

(4) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者

で文部科学大臣の指定した者 

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学

資格検定規程による大学入学資格検定合格者を含む。） 

(8) その他、大学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で、18歳に達した者 

第25条 入学志願者に対しては、選考試験を行う。その方法は、その都度これを定め

る。 

第26条 入学志願者は、所定の入学願書に入学検定料を添えて願い出なければならな

い。 
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第27条 選考試験に合格した者は、指定の期日までに入学金その他の納付金を納入しな

ければならない。また、別に定める期日までに保証人による保証書を提出しなければ

ならない。 

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

第28条 保証人は、父又は母(父母のない場合は、独立の生計を営む身元確実の成年に達

した者。外国人で父母が日本に居住していない場合は、我が国に在住する独立の生計

を営む身元確実の成年に達した者。)とし、その学生の在学中における経済的負担を含

む一切の責任を負うものとする。 

第29条 保証人の身分に異動があったとき、又は死亡したときにはその旨直ちに届け出

なければならない。 

第30条 削除 

第31条 退学しようとする者又は転学しようとする者は、その理由を具し、保証人の連

署で願い出なければならない。 

第32条 病気又は事故によって引き続き3か月以上学習することができない者は、その

理由を具し、保証人の連署で休学を願い出ることができる。 

2 休学期間は、通算して1年を超えることができない。 

第33条 休学期間は、第5条第2項の在学年数に算入しない。 

第34条 休学している者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出て許可を

得なければならない。 

第35条 いったん退学した者が再入学しようとするときは、退学後2年以内に限り選考

のうえ許可することがある。 

2 再入学については、「実践女子大学短期大学部再入学に関する規程」による。 

第36条 授業料その他の学費の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者は、除籍

する。 

第7章 学費 

第37条 本学の学費は、次のとおりである。ただし、場合によりこれを変更することが

ある。 

1．入学金 240,000円 

2．授業料(年額) 720,000円 

3．施設設備費(年額) 320,000円 

第38条 授業料の納入期限は、前期分4月末日、後期分10月末日までとする。 

第39条 授業料その他の学費は、出席の有無にかかわらず、学籍のある間は納めなけれ

ばならない。ただし、休学期間中の授業料は免除することができる。この場合、次条

本文の規定はこれを適用しない。 
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第40条 既納の学費は、いかなる理由でも返還しない。ただし、入学時の納入金に限

り、所定期間内に本人及び保証人の連署による「入学辞退及び納入金返還申出」のあ

るものについては、入学金を差し引いた納入金を返還する。 

第8章 教職員組織及び教授会 

第41条 本学に学長を置く。 

2 学長は、本学を統括し、これを代表する。 

3 学長は、別に定める規程により選任する。 

第42条 本学に副学長を置く。 

2 副学長は、学長を助け、学長の命を受けて校務をつかさどる。 

3 副学長は、別に定める規程により選任する。 

4 副学長は、学長に事故あるとき、又は学長が欠けたときは、学長の職務を行う。 

第43条 本学に短期大学部長を置く。 

2 短期大学部長は、学長の委託を受け、学長を補佐してその学事に関する運営を掌る。 

3 短期大学部長は、別に定める規程により選任する。 

第44条 本学に教授、准教授、講師、助教及び助手を置く。 

2 講師を分けて専任と兼任とする。 

3 教授、准教授、講師及び助教の任免は、教授会の議を経て、学長が決定し、理事会が

これを行う。 

第44条の2 本学に特別任用教員を置く。 

2 特別任用教員に関する規程は、別に定める。 

第45条 各学科に主任を置き、教授の中から任命する。 

2 主任に関する規程は、別に定める。 

第46条 本学に教授会を設ける。 

2 教授会に関する規程は、別に定める。 

第47条 教授会は、必要に応じ、委員会を設けることができる。 

2 委員会に関する規程は、別に定める。 

第48条 本学に事務職員その他必要な職員を置く。 

第9章 賞罰 

第49条 学生の中から、人格・学術共に優秀な者を教授会の議を経て特待生とし、授業

料その他を免除することがある。 

第50条 学長は、学生が学則又は学内規定に違反し、その他学生の本分に反する行為が

あると認めたときは、教授会の議を経て懲戒を行うことができる。 

2 前項の懲戒は、訓告、停学及び退学とし、退学は、次の各号の一に該当するときに限

る。 

(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められるとき 

(2) 学力劣等で、成業の見込みがないと認められるとき 
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(3) 正当な理由がなく出席常でないとき 

(4) 学園の秩序を乱し、その他学生の本分に反したとき 

第10章 科目等履修生・特別聴講学生・委託生・外国人留学生 

第51条 本学の授業科目の修得又は聴講を目的として願い出のあった者(以下「科目等履

修生」という。)については、授業に支障のない範囲において選考のうえ科目の履修を

許可し、その試験に合格した者には、第11条に定めるところにより所定の単位を与え

ることがある。 

2 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

第52条 本学の授業科目の聴講を希望する他短期大学等の学生があるときは、当該の他

短期大学等との協議に基づき所定の手続きを経て、特別聴講学生として入学を許可す

ることがある。 

2 特別聴講学生に関する規程は、別に定める。 

第53条 委託生・外国人留学生等に関する規程は、別に定める。 

第11章 公開講座 

第54条 本学は、必要に応じ公開講座を開設する。 

第12章 学期及び休業日 

第55条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

第56条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め35週にわたるものとす

る。 

第57条 学年を分けて、次の2学期とする。 

前期 4月1日から9月20日まで 

後期 9月21日から翌年3月31日まで 

第58条 本学における休業日を、次のとおり定める。 

日曜日 

国民の祝日に関する法律に規定する休日 

学園創立記念日(5月7日) 

春期休業日 3月21日から4月4日まで 

夏期休業日 7月30日から9月20日まで 

冬期休業日 12月21日から翌年1月7日まで 

2 前項の規定にかかわらず、学長は臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することが

できる。 

第13章 図書館 

第59条 本学に図書館を設ける。 

2 図書館に関する事項は、別に定める。 

第14章 学生寮 

第60条 削除 
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2 削除 

第15章 雑則 

第61条 学則の改廃については、教授会の議を経て、学長が決定し、理事会に付議す

る。 

附 則 

この学則は、昭和25年4月1日から実施する。(以下略) 

附 則(昭和61年4月1日) 
 

1 この改正学則は、昭和61年4月1日から施行する。 

2 第2条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、つぎのとおりとする。 

＼年度 昭和61年度 昭和62年度～平成11年度 平成12年度 

学科 入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

国文科 180名 330名 180名 360名 150名 330名 

英文科 180名 330名 180名 360名 150名 330名 

家政科 260名 460名 260名 520名 200名 460名 

(160名 320名) (160名 320名) (160名 320名) 

注 ( )内は、栄養士養成定員である。 

3 第27条の規定は、昭和61年度入学生から適用し、昭和60年度以前の入学生について

は、従前の規定による。 

附 則(昭和62年4月1日) 
 

1 この改正学則は、昭和62年4月1日から施行する。 

2 第4条別表(1)の(二)専門教育科目は昭和62年度入学生から適用し、昭和61年度以前

の入学生については従前の規定による。 

3 第27条の規定は、昭和62年度入学生から適用し、昭和61年度以前の入学生について

は、従前の規定による。 

附 則(昭和63年4月1日) 
 

1 この改正学則は、昭和63年4月1日から施行する。 

2 第2条、第8条の2、第8条の二、第11条、第27条の規定及び第4条別表(1)の専門

教育科目については昭和63年度入学生から適用し、昭和62年度以前の入学生について

は従前の規定による。ただし、第2条に規定する学生定員は、平成12年度までの間

は、次のとおりとする。 

＼年度 昭和63年度 平成元年度～平成11年度 平成12年度 

学科 入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

国文学科 180名 360名 180名 360名 150名 330名 
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英文学科 180名 360名 180名 360名 150名 330名 

生活文化学科             

 生活文化専攻 180名 180名 180名 360名 120名 300名 

 食物栄養専攻 (80名 80名) (80名 160名) (80名 160名) 

附 則(平成元年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成元年4月1日から施行する。 

2 第27条の規定は、平成元年度入学生から適用し、昭和63年度以前の入学生について

は、従前の規定による。 

附 則(平成2年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成2年4月1日から施行する。 

2 第7条の二、第27条及び別表1の規定は平成2年度入学生から適用し、平成元年度以

前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成3年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成3年4月1日から施行する。 

2 第27条及び別表1の規定は平成3年度入学生から適用し、平成2年度以前の入学生に

ついては、従前の規定による。 

附 則(平成4年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成4年4月1日から施行する。 

2 第36条及び第5条別表第2の規定は平成4年度入学生から適用し、平成3年度以前の

入学生については、従前の規定による。 

附 則(平成8年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成8年4月1日から施行する。 

2 第5条別表第1、第2の規定は、平成8年度入学生から適用し、平成7年度以前の入

学生については、従前の規定による。 

3 第35条の規定は、平成8年度入学生から適用し、平成7年度以前の入学生について

は、従前の規定による。ただし、冷・暖房費は平成7年度以前の入学生にも適用す

る。 

附 則(平成9年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成9年4月1日から施行する。 

2 第35条の規定は、平成9年度入学生から適用し、平成8年度以前の入学生について

は、従前の規定による。 
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附 則(平成10年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成10年4月1日から施行する。 

2 第5条別表第1、第2の規定は、平成10年度入学生から適用し、平成9年度以前の入

学生については、従前の規定による。 

3 第35条の規定は、平成10年度入学生から適用し、平成9年度以前の入学生について

は、従前の規定による。 

附 則(平成11年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成11年4月1日から施行する。 

2 第35条の規定は、平成11年度入学生から適用し、平成10年度以前の入学生について

は、従前の規定による。 

附 則(平成12年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成12年4月1日から施行する。 

2 第3条、第18条及び別表第2に規定する学科の名称については、平成12年度入学生

から適用し、平成11年度以前の入学生については、従前の規定による。 

3 第3条に規定する学生定員は、平成12年度から平成16年度までは、次のとおりとす

る。 

＼年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

学科 入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員 

日本語コミュニケ

ーション学科 

165 345 161 326 157 318 153 310 150 303 

英語コミュニケー

ション学科 

180 360 176 356 172 348 168 340 165 333 

生活福祉学科 183 363 179 362 175 354 171 346 165 336 

食物栄養学科 80 160 80 160 80 160 80 160 80 160 

合計 608 1228 596 1204 584 1180 572 1156 560 1132 

4 第35条の規定は、平成12年度から適用し、平成11年度以前の入学生については従前

の規定による。 

附 則(平成14年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成14年4月1日から施行する。 

2 第3条に規定する学生定員は、平成14年度から平成16年度までは、次のとおりとす

る。 
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＼年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

学科 入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

日本語コミュニケーション学

科 

127 288 123 250 120 243 

英語コミュニケーション学科 172 348 168 340 165 333 

生活福祉学科 165 344 161 326 155 316 

食物栄養学科 80 160 80 160 80 160 

合計 544 1140 532 1076 520 1052 

3 第35条の規定は、平成14年度入学生から適用し、平成13年度以前の入学生について

は従前の規定による。 

附 則(平成15年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成15年4月1日から施行する。 

2 第3条に規定する学生定員は、平成15年度から平成17年度までは、次のとおりとす

る。 

＼年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

学科 入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

日本語コミュニケーション学

科 

123 250 100 223 100 200 

英語コミュニケーション学科 168 340 120 288 120 240 

生活福祉学科 161 326 80 241 80 160 

食物栄養学科 80 160 80 160 80 160 

合計 532 1076 380 912 380 760 

3 第5条別表第1総合教育科目、別表第2英語コミュニケーション学科専門教育科目、

生活福祉学科専門教育科目については、平成15年度入学生から適用し、平成14年度以

前の入学生については、従前の規定による。 

附 則(平成16年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成16年4月1日から施行する。 

2 第3条に規定する学生定員は、平成16年度から平成17年度までは、次のとおりとす

る。 

＼年度 平成16年度 平成17年度 

学科 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

日本語コミュニケーション学科 100 223 100 200 

英語コミュニケーション学科 120 288 120 240 
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生活福祉学科 80 241 80 160 

食物栄養学科 80 160 80 160 

合計 380 912 380 760 

3 第5条別表第1総合教育科目、別表第2日本語コミュニケーション学科専門教育科

目、生活福祉学科専門教育科目については、平成16年度入学生から適用し、平成15年

度以前の入学生については、従前の規定による。 

附 則(平成17年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成17年4月1日から施行する。 

2 第5条、第14条の規定は、平成17年度入学生から適用し、平成16年度以前の入学生

については従前の規定による。 

附 則(平成17年12月1日) 
 

1 この改正学則は、平成17年12月1日から施行する。 

2 第19条第2項の規定については平成18年度3月卒業生から適用し、平成17年9月以

前の卒業生については従前の規定による。 

附 則(平成18年4月1日) 
 

1 この改正学則は、平成18年4月1日から施行する。 

2 第5条別表第1、別表第2の規定は、平成18年度入学生から適用し、平成17年度以

前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成18年12月15日) 
 

この改正学則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月23日) 
 

1 この改正学則は、平成19年4月1日から施行する。 

2 第5条別表第1、別表第2の規定は、平成19年度入学生から適用し、平成18年度以

前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成19年4月11日) 
 

この改正学則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年2月22日) 
 

1 この改正学則は、平成20年4月1日から施行する。 

2 第5条別表第2、第18条に規定する食物栄養学科の単位は、平成20年度入学生から

適用し、平成19年度以前の入学生については従前の規定による。 
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3 第39条第4項の規定は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年2月20日) 
 

1 この改正学則は、平成21年4月1日から施行する。 

2 第5条別表第1、別表第2、第18条の規定は、平成21年度入学生から適用し、平成20

年度以前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成22年3月26日) 
 

1 この改正学則は、平成22年4月1日から施行する。 

2 第4条第2項、第7条別表第1、別表第2、第16条別表第3の規定は、平成22年度入

学生から適用し、平成21年度以前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成22年6月23日) 
 

1 この改正学則は、平成23年4月1日から施行する。 

2 生活福祉学科は募集を平成23年度より停止し、平成23年3月31日在籍の者がいなく

なった時をもって、廃止する。 

3 第3条に規定する学生定員は、平成23年度から平成24年度までは、次のとおりとす

る。 

＼年度 平成23年度 平成24年度 

学科 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

日本語コミュニケーション学科 100 200 100 200 

英語コミュニケーション学科 120 240 120 240 

生活福祉学科 0  80 0 0 

食物栄養学科 80 160 80 160 

合計 300 680 300 600 

4 第7条別表第1、別表第2の規定は、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以

前の入学生については従前の規定による。 

5 第20条の規定は、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生について

は従前の規定による。 

6 第21条第2項の規定は、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生に

ついては従前の規定による。 

7 第37条の規定は、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生について

は従前の規定による。 

附 則(平成24年3月23日) 
 

1 この改正学則は、平成24年4月1日から施行する。 
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2 第3条に規定する学生定員は、平成24年度から平成25年度までは、次のとおりとす

る。 

＼年度 平成24年度 平成25年度 

学科 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

日本語コミュニケーション学科 80 180 80 160 

英語コミュニケーション学科 100 220 100 200 

食物栄養学科 80 160 80 160 

合計 260 560 260 520 

3 第7条別表第1、別表第2、別表第4の規定は、平成24年度入学生から適用し、平成

23年度以前の入学生については従前の規定による。 

4 第42条第1項、第2項及び第4項については、平成25年4月1日から適用する。 

5 学長の職務の代理及び代行に関しては、平成24年度は従前の規定による。 

6 平成19年4月11日制定の「学長の職務の代理及び代行に関する規程」は、平成25年

3月31日をもって廃止とする。 

附 則(平成24年5月25日) 
 

1 この改正学則は、平成25年4月1日から施行する。 

2 食物栄養学科は、募集を平成25年度より停止し、平成25年3月31日在籍の者がいな

くなった時をもって、廃止する。 

3 第3条に規定する学生定員は、平成25年度から平成26年度までは、次のとおりとす

る。 

 ＼  年度 平成25年度 平成26年度 

 学科 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科  80名  160名  80名  160名 

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 100名 200名 100名 200名 

食物栄養学科  0名  80名  0名  0名 

 合  計 180名 440名 180名 360名 

4 第４条、第７条、第16条、第20条、第21条第２項、第37条、第39条の規定は、平

成25年度入学生から適用し、平成24年度以前の入学生については従前の規定による。 

5 第15条の規定は、食物栄養学科の募集停止に伴い削除する。ただし、平成24年度以

前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成25年3月22日改正) 
 

この改正学則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年3月22日改正) 
 

1 この改正学則は、平成26年４月1日から施行する。 
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2 第７条の規定は、平成26年度入学生から適用し、平成25年度以前の入学生について

は従前の規定による。 

附 則(平成27年3月28日改正) 
 

1 この改正学則は、平成27年4月1日から施行する。 

2 第7条別表第１、別表第２の規定は、平成27年度入学生から適用し、平成26年度以

前の入学生については、従前の規定による。 

附 則(平成28年3月26日改正) 
 

1 この改正学則は、平成28年4月1日から施行する。 

2 第７条別表第１、別表第２の規定は、平成28年度入学生から適用し、平成27年度以

前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成29年3月25日改正) 
 

1 この改正学則は、平成29年4月1日から施行する。 

2 第7条別表第1、第7条別表第2、第37条の規定は、平成29年度入学生から適用し、

平成28年度以前の入学生については従前の規定による。 

附 則(平成30年3月24日改正) 
 

1 この改正学則は、平成30年4月1日から施行する。 

2 第7条別表第2の規定は、平成30年度入学生から適用し、平成29年度以前の入学生

については従前の規定による。 

附 則(2019年3月23日改正) 
 

1 この改正学則は、2019年4月1日から施行する。 

2 第7条別表第1及び第7条別表第2の規定は、2019年度入学生から適用し、2018年度

以前の入学生については従前の規定による。 

附 則(2020年3月21日改正) 
 

1 この改正学則は、2020年4月1日から施行する。 

2 第4条、第7条別表第1及び第7条別表第2の規定は、2020年度入学生から適用し、2

019年度以前の入学生については従前の規定による。 

附 則(2021年3月27日改正) 
 

1 この改正学則は、2021年4月1日から施行する。 
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2 第7条別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、2021年度入学生から適用し、2020

年度以前の入学生については従前の規定による。ただし、共通教育科目のうち、次の

科目については2020年度入学生から適用する。 

附則別表 

海外語学研修ｅ   1 

海外語学研修ｆ   1 

海外語学研修ｇ   1 

海外語学研修ｈ   1 

附 則(2022年3月26日改正) 
 

1 この改正学則は、2022年4月1日から施行する。 

2 第7条別表第1及び別表第2の規定は、2022年度入学生から適用し、2021年度以前の

入学生については従前の規定による。 

 

附  則（2023年2月18日改正） 

1 この改正学則は、2023年4月1日から施行する。 

2 第7条別表第1及び別表第2の規定は、2023年度入学生から適用し、2022年度以前の

入学生については従前の規定による。 

 

附  則（2023年2月18日改正） 

1 この改正学則は、2024年4月1日から施行する。 

2 日本語コミュニケーション学科及び英語コミュニケーション学科は、募集を2024年度

から停止し、2024年3月31日在籍の者がいなくなった時をもって、廃止する。 

3 第3条に規定する学生定員は、2024年度から2025年度までは、次のとおりとする。 

 

＼年度 2024年度 2025年度 

学科 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

日本語コミュニケーション学科 0名 80名 0名 0名 

英語コミュニケーション学科 0名 100名 0名 0名 
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別表１ 

第３章第７条別表第１   共通教育科目 

 

必   修   科   目 

授 業 科 目 授業形態 単位 備 考 

実 践 入 門 セ ミ ナ ー 講義 2  

日 本 語 表 現 法 ａ 演習 1  

実 践 キ ャ リ ア プ ラ ン ニ ン グ 演習 2  

I n t e g r a t e d  E n g l i s h  a 演習 2  

I n t e g r a t e d  E n g l i s h  b 演習 2  

情 報 リ テ ラ シ ー １ ａ 実技 1  

選   択   科   目 

情 報 リ テ ラ シ ー １ ｂ 実技 1  

日 本 語 表 現 法 ｂ 演習 1  

キ ャ リ ア プ ロ ジ ェ ク ト 演習 1  

女 性 と 職 業 講義 2  

フ ラ ン ス 語 ａ 演習 1  

フ ラ ン ス 語 ｂ 演習 1  

コ リ ア 語 ａ 演習 1  

コ リ ア 語 ｂ 演習 1  

キ ャ リ ア 英 語 ａ 演習 1  

キ ャ リ ア 英 語 ｂ 演習 1  

Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ ａ 演習 1  

Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ ｂ 演習 1  

海 外 研 修 講義 2  

海 外 語 学 研 修 ａ  2  

海 外 語 学 研 修 ｂ  2  

海 外 語 学 研 修 ｃ  2  

海 外 語 学 研 修 ｄ  2  

海 外 語 学 研 修 ｅ  1  

海 外 語 学 研 修 ｆ  1  

海 外 語 学 研 修 ｇ  1  

海 外 語 学 研 修 ｈ  1  

女 性 と ラ イ フ サ イ ク ル 講義 2  

共 生 社 会 と ジ ェ ン ダ ー 講義 2  

女 性 と 心 理 講義 2  

社 会 心 理 学 講義 2  

メ デ ィ ア 論 講義 2  

リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 講義 2  
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書 道 実技 1  

フ ァ ッ シ ョ ン 文 化 史 講義 2  

児 童 文 学 の 世 界 講義 2  

和 食 の 文 化 講義 2  

暮 ら し と 環 境 講義 2  

暮 ら し の 中 の 科 学 ａ 講義 2  

暮 ら し の 中 の 科 学 ｂ 講義 2  

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 講義 2  

生 活 デ ザ イ ン 演 習 演習 1  

オ ー プ ン 講 座 ① 演習 1  

オ ー プ ン 講 座 ② 演習 1  

オ ー プ ン 講 座 ③ 演習 1  

オ ー プ ン 講 座 ④ 演習 1  

オ ー プ ン 講 座 ⑤ 演習 1  

オ ー プ ン 講 座 ⑥ 演習 1  

オ ー プ ン 講 座 ⑦ 演習 1  
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別表第２ 

第３章第７条別表第２   専門教育科目  

 英語コミュニケーション学科 

必  修  科  目 

授 業 科 目 授業形態 単位 備 考 

E f f e c t i v e C o m m u n i c a t i o n Ａ 演習 1  

E f f e c t i v e C o m m u n i c a t i o n Ｂ 演習 1  

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ａ 演習 1  

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｂ 演習 1  

R  e  a  d  i  n  g  Ａ 演習 1  

R  e  a  d  i  n  g  Ｂ 演習 1  

L  i  s  t  e  n  i  n  g  Ａ 演習 1  

L  i  s  t  e  n  i  n  g  Ｂ 演習 1  

基 礎 演 習 演習 2  

卒 業 演 習 Ａ 演習 2  

卒 業 演 習 Ｂ 演習 2  

選  択  科  目 

E f f e c t i v e  C o m m u n i c a t i o n Ｃ 演習 1  

E f f e c t i v e  C o m m u n i c a t i o n Ｄ 演習 1  

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｃ 演習 1  

Ｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎ ｇ Ｄ 演習 1  

R  e  a  d  i  n  g  Ｃ 演習 1  

R  e  a  d  i  n  g  Ｄ 演習 1  

L  i  s  t  e  n  i  n  g  Ｃ 演習 1  

L  i  s  t  e  n  i  n  g  Ｄ 演習 1  

W  o  r  k  s  h  o  p  Ａ 演習 1  

W  o  r  k  s  h  o  p  Ｂ 演習 1  

W  o  r  k  s  h  o  p  Ｃ 演習 1  

W  o  r  k  s  h  o  p  Ｄ 演習 1  

W  o  r  k  s  h  o  p  Ｅ 演習 1  

W  o  r  k  s  h  o  p  Ｆ 演習 1  

発 音 演 習 Ａ 演習 1  

発 音 演 習 Ｂ 演習 1  

検 定 英 語 Ａ 演習 1  

検 定 英 語 Ｂ 演習 1  

英 語 学 Ａ 講義 2  

英 語 学 Ｂ 講義 2  

英 語 音 声 学 Ａ 講義 2  

英 語 音 声 学 Ｂ 講義 2  

英 米 言 語 文 化 論 Ａ 講義 2  
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英 米 言 語 文 化 論 Ｂ 講義 2  

比 較 文 化 論 Ａ 講義 2  

比 較 文 化 論 Ｂ 講義 2  

こ と ば の 科 学 講義 2  

オ ー ス ト ラ リ ア 英 語 研 修  2  

ハ ワ イ 英 語 研 修  2  

沖 縄 イ ン タ ー ン シ ッ プ  1  

海 外 留 学 Ａ  2  

海 外 留 学 Ｂ  4  

海 外 留 学 Ｃ  6  

海 外 イ ン タ ー ン シ ッ プ  2  

観 光 概 論 講義 2  

エ ア ラ イ ン 演 習 演習 1  

ホ ス ピ タ リ テ ィ 論 講義 2  

観 光 地 理 講義 2  

観 光 英 語 演習 1  

旅 行 実 務 演習 1  

ホ テ ル 実 務 演習 1  

コ ン シ ェ ル ジ ュ 論 講義 2  

航 空 実 務 演習 1  

ツ ア ー プ ラ ン ニ ン グ 演習 1  

ブ ラ イ ダ ル プ ラ ン ニ ン グ 演 習 演習 2  

ウェディングコンサルティング演習 演習 2  

レ ス ト ラ ン マ ネ ジ メ ン ト 講義 2  

マ ー ケ テ ィ ン グ 講義 2  

異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論 講義 2  

ア メ リ カ 文 化 事 情 講義 2  

イ ギ リ ス 文 化 事 情 講義 2  

東 京 文 化 事 情 講義 2  

オ ー ス ト ラ リ ア 文 化 事 情 講義 2  

東 京 ガ イ ド 論 講義 2  

研 修 プ レ ッ プ 英 語 演習 1  

ス テ ッ プ ア ッ プ 英 語 演習 1  

ポ ッ プ ミ ュ ー ジ ッ ク 英 語 演習 1  

ア ニ メ ・ マ ン ガ 英 語 演習 1  

キ ッ ズ イ ン グ リ ッ シ ュ 演習 1  

都 市 文 化 研 究 講義 2  
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別表第2 

第3章第7条別表第2   専門教育科目 

 日本語コミュニケーション学科 

必   修   科   目 

授 業 科 目 授業形態 単位 備考 

自 己 表 現 法 演習 1  

基 礎 ゼ ミ 演習 1  

日本語コミュニケーション入門 講義 2  

ビ ジ ネ ス ト ー ク 演 習 演習 1  

ビ ジ ネ ス マ ナ ー 入 門 演習 1  

ビジネスリテラシー入門 講義 2  

卒 業 研 究 ａ 演習 2  

卒 業 研 究 ｂ 演習 2  

選   択   科   目 

日 本 文 学 の 歴 史 ａ 古 代 講義 2  

日本文学の歴史ｂ中近世 講義 2  

日 本 文 学 の 歴 史 ｃ 近 代 講義 2  

日 本 文 学 の 歴 史 ｄ 現 代 講義 2  

古 典 文 学 を 読 む 講義 2  

物 語 の 世 界 講義 2  

小 説 と 戯 曲 の 世 界 講義 2  

詩 歌 の 世 界 講義 2  

女 性 文 学 講義 2  

文学とコミュニケーション 講義 2  

近 代 読 者 論 講義 2  

日 本 語 学 入 門 ａ 講義 2  

日 本 語 学 入 門 ｂ 講義 2  

日 本 の 芸 能 講義 2  

大 衆 文 化 の 歴 史 講義 2  

香 の 文 化 講義 2  

英 語 で 読 む 日 本 文 学 講義 2  

英 語 で 学 ぶ 日 本 文 化 講義 2  

ラ イ テ ィ ン グ ゼ ミ a 演習 1  

ラ イ テ ィ ン グ ゼ ミ b 演習 1  

ラ イ テ ィ ン グ ス キ ル a 演習 1  
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ラ イ テ ィ ン グ ス キ ル b 演習 1  

ビ ジ ネ ス 文 書 演 習 演習 1  

こ と ば と 生 活 講義 2  

日 本 語 の 発 見 講義 2  

日 本 語 を 教 え る ａ 講義 2  

日 本 語 を 教 え る ｂ 講義 2  

日 本 語 の し く み 講義 2  

点 字 の 世 界 講義 2  

コミュニケーションと心理 講義 2  

ノンバーバルコミュニケーション論 講義 2  

医療とコミュニケーション 講義 2  

コミュニケーションスキル入門 講義 2  

ビジネスコミュニケーション 講義 2  

アサーティブコミュニケーション初級 演習 1  

アサーティブコミュニケーション上級 演習 1  

プレゼンテーション入門 演習 1  

ドラマコミュニケ－ション 演習 1  

ア ナ ウ ン ス 技 術 演 習  演習 1  

ビ ジ ネ ス マ ナ ー 応 用 演習 1  

情 報 と 社 会 講義 2  

企 業 と 情 報 講義 2  

ビジネスリテラシ－応用 講義 2  

ビ ジ ネ ス マ ネ ジ メ ン ト 講義 2  

情 報 学 へ の 招 待 講義 2  

情報コミュニケーション 講義 2  

情 報 検 索 入 門 講義 2  

ＳＮＳコミュニケーション 講義 2  

情 報 リ テ ラ シ ー 入 門 講義 2  

デジタルプレゼンテーション入門 演習 1  

コ ン ピ ュ ー タ 会 計 入 門 演習 1  

情 報 リ テ ラ シ ー 応 用 講義 2  

デ ジ タ ル デ ザ イ ン 講義 2  

Ｗ ｅ ｂ デ ザ イ ン 演習 1  

デ ー タ 分 析 入 門 講義 2  

コ ン ピ ュ ー タ 会 計 応 用 演習 1  
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プ ロ グ ラ ミ ン グ 入 門 演習 1  

出 版 メ デ ィ ア 入 門 講義 2  

本 の 知 識 講義 2  

アーカイブズとメディアリテラシー 講義 2  

企 画 ・ 編 集 論 講義 2  

デ ジ タ ル 出 版 演 習 演習 1  

出 版 文 化 史 講義 2  

編 集 イ ン タ ー ン シ ッ プ  1  

海 外 留 学 Ａ  2  

海 外 留 学 Ｂ  4  

海 外 留 学 Ｃ  6  
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（2）変更事項を記載した書類 

 
1 変更の事由 
 令和 6 年 4 ⽉より⽇本語コミュニケーション学科及び英語コミュニケーション学科の募
集を停⽌するため⼊学定員及び収容定員の変更の経過措置並びに在学⽣がいなくなった時
をもって実践⼥⼦⼤学短期⼤学部を廃⽌するため、学則を変更する。 
 
2 変更点 
 附則を追加する。 
  附則 1 この改正学則は、令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏することを記載する。 
    ２ ⽇本語コミュニケーション学科及び英語コミュニケーション学科の募集を 
      令和 6 年度から停⽌し、令和 6 年 3 ⽉ 31 ⽇在籍の者がいなくなった時を 

もって、廃⽌することを記載する。 
３ 第 3 条に規定する学⽣定員の⼊学定員及び収容定員の令和 6 年度から令和 
  7 年度までの経過措置を記載する。 
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（3）変更部分の新旧対照表 

「実践女子大学短期大学部学則」改正案 新旧対照表 

新（2024 年度） 旧 

 

実践女子大学短期大学部学則 

 

（略） 

 

（同右） 

 

 

 

 

 
 

（略） 

 

（同右） 

 

 

  附 則（2023 年 2 月 18 日改正） 

1 この改正学則は、2024 年 4 月 1 日から施行

する。 

2 日本語コミュニケーション学科及び英語コ

ミュニケーション学科は、募集を 2024 年度

から停止し、2024 年 3 月 31 日在籍の者がい

なくなった時をもって、廃止する。 

3 第 3 条に規定する学生定員は、2024 年度か

ら 2025 年度までは、次のとおりとする。 

＼年度 2024 年度 2025 年度 

学科 
入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

日本語コミュ

ニケーション

学科 
0 名 80 名 0 名 0 名 

英語コミュニ

ケーション学

科 
0 名 100 名 0 名 0 名 

 

（略） 

 

実践女子大学短期大学部学則 

 

（略） 

 

第 3 条 本学の学科及び学生定員は、次のとお

りとする。 

学    科 
入学

定員 

収容 

定員 

日本語コミュニケーション学科  80 名 160 名 

英語コミュニケーション学科 100 名 200 名 

 

（略） 

 

第 61 条 学則の改廃については、教授会の議

を経て、学長が決定し、理事会に付議する。 

 

 (新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（略） 
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学則の変更の趣旨等を記載した書類

⽬次
ア 学則変更（収容定員変更）の内容 P.2
イ 学則変更（収容定員変更）の必要性 P.2
ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 P.2

－学則の変更の趣旨等(本文)－1－



学則の変更の趣旨等を記載した書類 

 
ア 学則変更（収容定員変更）の内容 
   実践⼥⼦⼤学短期⼤学部（以下「本学」という。）は、⽇本語コミュケーション学科 

及び英語コミュニケーション学科の２学科を擁する短期⼤学であり、令和 6 年 4 ⽉よ 
り募集停⽌とし⼊学定員及び収容定員を変更する。 

なお、在学⽣がいなくなった時をもって、本学の廃⽌認可申請を⾏う。 
 

学⽣定員 

学科 
変更前 変更後 

⼊学定員 収容定員 ⼊学定員 収容定員 

⽇本語コミュニケーション学科 80 名 160 名 0 名 0 名 

英語コミュニケーション学科 100 名 200 名 0 名 0 名 

 
イ 学則変更（収容定員変更）の必要性 

18 歳⼈⼝の減少に加え、短期⼤学に対する社会的ニーズの減少により、本学の学⽣ 
募集の⾒通しが⼤変厳しい状況にある。同⼀法⼈内の実践⼥⼦⼤学および本学の改組 
再編を⾏うため、令和 6 年度より⽇本語コミュニケーション学科（⼊学定員 80 名）及 
び英語コミュニケーション学科（⼊学定員 100 名）の学⽣募集を停⽌する。そのため、
本学の収容定員を変更するものである。 

 
ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 
   在学⽣が卒業するのを待って廃⽌する予定であり、教育課程等の変更は特にない。廃 

⽌するまでの間の在校⽣への教育条件の維持には、万全を尽くすこととする。 
 
 
 
 
 

－学則の変更の趣旨等(本文)－2－



学⽣の確保の⾒通し等を記載した書類

⽬次
１．学⽣の確保の⾒通し及び申請者としての取組状況 P.2
２．⼈材需要の動向等社会の要請 P.2

－学生確保(本文)－1－



学⽣の確保の⾒通し等を記載した書類

１．学⽣の確保の⾒通し及び申請者としての取組状況

学⽣募集を停⽌するものであるため該当なし

２．⼈材需要の動向等社会の要請

学⽣募集を停⽌するものであるため該当なし

－学生確保(本文)－2－



フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

－ 学長
ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ
難波 雅紀

＜令和3年4月＞
文学修士

実践女子大学短期大学部学長
（令和3.4～令和7.3）

実践女子大学学長
（令和3.4～令和7.3）

現　職
（就任年月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）

－教員名簿－1－
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